
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

区分

こども未来局子育て支援部保育支援課
（ＴＥＬ　092-711-4596）

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではあ
りません。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定
が未了のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

1,156,146

昭和58 44年度 年度

(1152986)
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経過年数

996,1121,523,563
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交付対象経費及び
補助金の算定方法

等

前々年度

回

終期を延長する
理由

令和10

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 3

・特別な支援を必要とする児童と他の児童との日常的な交流による両者の健全な成
長発達及び豊かな人間性の育成を推進する。
・特別な支援を必要とする児童が在籍している保育所等に対し、加配保育士等の助
成を行う。

本補助金により、特別な支援を必要とする児童への個別支援や保護者支援、関係
機関との連携などが行われ、対象となる児童の健全な成長発達が促進されている。
対象児童は年々増加しているため、今後も本補助金を継続して実施する必要があ
り、また、その効果は十分に期待できる。

補助金の終期 年度

補助開始年度

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

随時

（非公募の場合）
非公募の理由

担当課
（連絡先）

補助金名 福岡市特別支援保育事業補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 　　□　公募

□　団体

対象児童が在籍する保育所等の代表者

民間社会福祉法人等

○支援の必要性に応じて、保育士の加配が必要な時間を加配割合として算定
【補助単価（月額）】
・支援区分１　97,000円　・支援区分２　146,000円　・支援区分３　193,000円
・支援区分４　291,000円　・認定こども園1号認定子ども　65,300円
(但し、最低基準額211,000円に満たない場合は、211,000円を助成）
・医療的ケア児担当看護師単価　１施設上限480,000円
（但し、要医療的ケア児を複数受け入れ、上限を超える場合は市長が認める額の範囲内を助成）
○医療的ケアに必要な備品等の費用を補助
【補助額(月額)】
・研修受講支援費　300,000円　・備品費　100,000円
・災害対策備品の経費　100,000円　・園外活動費加算　40,000円

補助金交付
による効果

特別な支援を要する児童を受け入れている保育所等に加配保育士雇用費を助成す
ることにより、対象児童に手厚い支援を行い、保育の充実が図られる。また、医療的
ケアを実施する看護師の雇用費を助成することにより、医療的ケア児の受入れが可
能になる。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

前年度補助事業
の主な実施概要

対象児童を受け入れている保育所等に対して、加配保育士等の助成を行う。

当該年度

　□　定額

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への

配分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】
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